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国民健康保険について（概要）

国民健康保険制度について

国の医療保険制度は、「国民皆保険」であり、全ての人がいずれかの医療保険に加入することになっています。医療
機関の窓口での自己負担額（支払額）は、年齢と所得によって決められており、安心して医療機関を受診することがで
きます。
会社にお勤めの人やその扶養家族は、職場の健康保険に加入します。75歳以上の人は、後期高齢者医療保険制度に

加入します。生活保護を受けている人を除く、それ以外の人は（農業・自営業の人など）は、国民健康保険（国保）に
加入することになります。

国保は加入・脱退の手続きが必要です

●国民健康保険（国保）
国民健康保険は世帯単位で加入し、一人一人が被保険者となる保険です。
市町村と都道府県が保険者として運営を行っています。

●職場の健康保険（協会けんぽ 健康保険組合、共済組合など）
職場の健康保険には、本人（被保険者）と家族（被扶養者）の区分があります。

加入する人

・他市町村の国保に加入中で京丹後市に転入する人
・自営業、農業、漁業を営む人
・無職、年金生活の人（75歳未満）
・パート等で職場の健康保険に加入していない人
・日本に住所をおき、3ヵ月以上滞在する外国の人
・生活保護を受けなくなったとき

脱退する人

・75歳になった人（後期高齢者医療制度に加入
脱退手続きは不要）

・京丹後市外に転出する人
・職場の健康保険に加入した人
・家族の職場の健康保険の被扶養者となった人
・生活保護を受ける人

加入
脱退
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京都府内26市町村格差
・1人当たり医療費格差1.59倍
・1人当たり所得格差1.66倍
・1人当たり保険料（税）格差1.71倍
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保険者
保険税を納める被保険者

（加入者）

医療機関
（病院、薬局等）

国保連合会
（審査委員会）

京都府医療費を支払う
（自己負担分）

診療を行う

保険証を交付

納付金を納付

医療費請求

医療費を支払う（連合会を通じて）

審査結果の報告
（医療費請求）

京丹後市
（国民健康
保険事業特別
会計）

国民健康保険は、市町村が保険者となって運営する公的な医療保険です。いつ、どんなときにケガや病気をするかわ
かりません。国保は、いざというときに備えて、みんなでお金を出しあって、必要な医療費に充てる助け合いの制度で
す。保険税や国・京都府からの負担金を財源として、国民健康保険事業特別会計で加入者の皆さんが医療機関にかかっ
た医療費のうち、自己負担額を除いた部分を国保が負担しています。
また、国民皆保険を支える国保を将来にわたり継続していくため、平成30年4月1日、国保制度の改革が行われまし

た。それまでは市町村ごとに国保事業を運営してきましたが、京都府も保険者となって、市町村と一緒に運営を担い、
国保財政の運営の安定化を図っています。

国民健康保険の仕組みと都道府県単位化

保険給付に
必要な費用を

交付

7



8

国：地方財政審議会資料



４つの項目で保険税を課税します。

(1)所得割

応能割

(2)資産割

(3)均等割

応益割

(4)平等割

(1)所得割とは

(2)資産割とは

(3)均等割とは

(4)平等割とは

被保険者それぞれの所得に応じて計算

被保険者の固定資産税を基に計算

世帯の被保険者数に応じて計算

均等割額×人数

一世帯あたり金額

国民健康保険税
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国保税の３区分

医療保険分（医療分）
病院等で受診した際の医療費の支払いに充てる分の

保険税

後期高齢者医療支援金分（支援分）
７５歳以上の方が加入する後期高齢者医療制度を支

援するための保険税

介護保険分（介護分）
介護保険のための保険税
４０歳～６４歳までの被保険者が納めます

子ども・子育て

支援金

所得割 資産割

均等割 平等割

40歳から64歳まで
の被保険者が対象

※６５歳になると介護保険料は、
別に納めます

国民健康保険税
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国民健康保険税

医療分

所得割 資産割

均等割 平等割

支援分

所得割 資産割

均等割 平等割

介護分

所得割 資産割

均等割 平等割

令和８年度
から



国民健康保険税の軽減

●未就学児の均等割は半額

小学校入学前の子どもの均等割（被保険者1人

あたりに課税される分）は「5割軽減」（半額）

●産前産後期間の軽減

出産予定月（または出産月）の前月から翌々月の

４カ月間、所得割額、均等割額を減額

減額分は財政支援があります。
国1/2 京都府1/4
京丹後市1/4

11



所得の少ない世帯は、均等割と平等割
が軽減されます（法定軽減）

軽減割合 国保加入者の前年中の合計所得

7割軽減 3割分を納付
43万円＋（10万円×給与所得者等の数－1）
以下

5割軽減
5割分（半額）を

納付

43万円＋（29.5万円×被保険者数＋特定同一
世帯所属者数））＋（10万円×（所得者等の
数－1））以下

2割軽減 8割分を納付
43万円＋（54.5万円×被保険者数＋特定同一
世帯所属者数））＋（10万円×（所得者等の
数－1））以下
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国民健康保険税率

●未就学児の均等割は5割

●介護分は、40歳から64歳まで課税

●賦課限度額があるため、国保税の年間最高額は １０６万円

●世帯ごとに計算し、世帯主に課税

●４月から翌年３月までの国保税は６月に決定

（６月に前年所得住民税が決まるため）

●６月中旬に賦課決定通知書を世帯主宛てに送付

●６月～翌年３月までの１０期で納付

賦課割合 課税の基礎 医療分 支援分 介護分

所得割額 総所得金額等に応じて計算 6.54％ 2.20％ 2.10％

資産割額 固定資産税額に応じて計算 19.10％ 6.40％ 6.50％

均等割額 加入者数に応じて計算 21,200円 7,200円 9,600円

平等割額 一世帯いくらで計算 22,400円 7,600円 6,600円

賦課限度額 ６５万円 ２４万円 １７万円
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（国保税の例） 40代夫婦子供4人世帯
国保税の対象

世帯主 年収 3,700,000円 （所得割対象所得 2,500,000円）

妻 年収 2,300,000円 （所得割対象所得 1,500,000円）

世帯主 固定資産税 55,000円

子供 10代と未就学児の2人

税率にあてはめて
国保税を計算します

年齢
国民健康保険税

国保税年額
所得割 資産割 均等割 平等割

世帯主 40代 271,000 17,500 38,000 －

妻 40代 162,600 0 38,000 －

子 10代 0 0 28,400 －

子 未就学児 0 0 14,200 －

433,600 17,500 118,600 36,600 606,300

未就学児の均等割
5割

子どもは40歳未満なので
介護分はなし
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（国保税の例） 70代夫婦2人世帯
国保税の対象

世帯主 年金収入 1,650,000円（所得割対象所得 120,000円）

妻 年金収入 1,530,000円（所得割対象所得 0円）

世帯主 固定資産税 55,000円

国民健康保険税 （円） 国保税
年額所得割 資産割 均等割 平等割

世帯主 10,400 14,000 14,200 －

妻 0 0 14,200 －

10,400 14,000 28,400 15,000 67,800円

２人とも 均等割 ２１，２００円＋
７，２００円＝２８，４００円
の５割

平等割 ２２，４００円＋７，６００円
＝３０，０００円
の５割

65歳以上なので介護分はなし

税率にあてはめて
国保税を計算します
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（総所得－43万円）

法定軽減の5割軽減対象の所得該当
総所得で計算（※公的年金は15万円控除）



市町村によって課税の仕方が違います

●税率が違います

・所得割 ・固定資産割

●金額がちがいます

・均等割 ・平等割

●課税方式が違います。

・資産割のない３方式で課税されているところ

・均等割と所得割の２方式で課税されているところ

（京都府内にはありません）
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資産割のない３方式

国民健康保険税

医療分

所得割

均等割 平等割

支援分

所得割

均等割 平等割

介護分

所得割

均等割 平等割

40歳から64歳まで
の被保険者が対象
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国民健康保険税 資産割について

メリット デメリット

・若者からお年寄りまで幅広い年齢層で医療費の負担を
支え合う。
・固定資産を持たない若年層や低所得者の負担を緩和。
・景気の動向に左右されにくく、課税収入が安定し、国保
財政の見通しが立てやすい。
・年齢構成が高い、地方の課税方式に適している。
・所得割を補完するとともに、所得割の率を抑え、収納率
が高くなる傾向がある。

・居住地以外（市外）の固定資産税は課税対象外。
・被用者保険（社会保険）、後期高齢者医療制度には
ない。
・固定資産税と二重課税と受け取られる。
・金融資産等には課税されない。

●資産割の特性

・４方式から３方式（均等割、平等割、所得割）への移行が進んでいる。（黒字：全国 赤字：京都府）

●全国の市町村国保課税方法の状況

4方式 3方式 2方式 その他

H27
1,100

（64.1%）
11（42.３％）

550
（32.1%）

15（57.6％）

65
（3.8%）

1

R1
664

（38.7%）
9（34.６％）

949
（55.3%）

17（65.3％）

101
（5.9%）

2
（0.1%）

R3
476

（27.7%）
７（26.９％）

1,130
（65.9%）

19（73.1％）

108
（6.3%）

2
（0.1）

※京都府内26市町村
R 4年度から
４方式は2市4町

京丹後市、宮津市、
井手町、宇治田原町、
京丹波町、与謝野町
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●国保税課税 4方式から３方式へ

■国の動き
○国保の財政運営の安定化を図りつつ、令和6年度からの国保運営方針に基づき、保険料の統一化や医療費適正
化等の取組をより一層進め、「財政運営の都道府県単位化」の趣旨のさらなる深化を図る必要がある。
・都道府県内の保険料水準の統一化に向けた取組を国としても協力に支援するため、保険料水準統一加速化プラン
を改定。
保険料の統一を令和17年度（令和18年度保険税算定）までの移行を目標とする。
○都道府県国保運営方針に「市町村の保険料の標準的な算定方法及びその水準の平準化に関する事項」を義務
付け。

■京都府の動き
○京都府国保運営方針（R6年度～11年度）を令和5年度に策定。
・保険料水準に関する内容 「将来的には、保険料水準の統一を目指し、市町村と課題等の整理を行う。」
・統一に向けた基本的な考え方は国の保険料水準統一加速化プランを引用。「令和12年度までに医療費水準を反
映しない納付金ベースの統一を目指すスケジュール。」
・統一に向けての検討では4方式ではなく3方式となる方向。（20市町村が３方式）

平成30年からの国保の都道府県広域化以降、3方式に変更する市町村が増える。
都道府県内で保険料水準の統一に向けた動きが進む。

■京丹後市の現状
・ 合併前旧６町とも国保税賦課は４方式であったため、京丹後市でも４方式を採用。
・ 国保税の改正 平成22年度、令和元年度。
・ 平成29年度国保運営協議会で４方式が支持される。
・ 議員からの資産割に係る廃止を要望する一般質問が何度もある。
・ 国保運営協議会委員からの資産割の不公平感の指摘、廃止の要望。



●資産割についての議論等

■京丹後市国民健康保険運営協議会
○平成29年12月
国保の府の広域化の前に国保税の課税方式について協議 ⇒ 資産割のある4方式が妥当

≪理由≫
①応能分のうち資産割を廃止し、所得割のみにすると、所得のある現役世代の負担が増加する。
②都会より所得水準が低いなか、資産割で広く国保税を求めて国保を支えていく方がよい。
③現状、4方式でも国保税収納率の水準は高い。
④府が将来、税率を統一するまでは、4方式を堅持したらよい。

○令和６年２月
これまでの国保税の課税方式についての議論から→委員会での意見を踏まえ検討していく。
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■議会から資産割について 一般質問（主なもの）
①平成20年9月 「国保税の課税を3方式へ検討してみてはどうか。」
②平成21年3月 「国保税の資産割の見直しの声もある。」
③平成22年6月 「国保税資産割は固定資産税の二重課税ではないか。」
④平成25年3月 「広域化になる。資産割と国保税について」
⑤平成26年6月 「国保税の平等性について 資産割の入って4方式は 即刻廃止すべきと考えるがどうか。」
⑥平成26年12月 「市外に所有する不動産に係る資産割はなし。市内に所有する廃止された店舗には課税。明らかに不公平である

がどうか。」
⑦令和３年９月議会 「国保税の資産割の不公平感について。」

→答弁
①「国保運営協議会での議論や市民のご意見を伺う必要。議員意見を受け止め国保税の検討を始めたい。」
②「国保税全体をどうあるべきか議論をする中で検討する。」
③「国保税をできるだけ等しく負担。資産を保有する応能力がある。」
④「標準的な保険料算定方式は公平性の確保の観点から設定することが望ましいとされている。」
⑤「4方式、3方式ともメリット、デメリットがある。府で広域化されることなるので、その際に改めて検討。」
⑥「市外の固定資産に賦課しないことは国の考え方としても示されている。府で広域化されることなるので、その際に改めて検討。」
⑦「みなさんでできるだけ等しく国保税を負担していただく。4方式は課題の一つであると認識。幅広いご意見を頂戴し、検討していく
ことが必要。」



京丹後市国民健康保険税は・・・

①資産割で広く国保税を求めて国保を支

えていく方がよい。

②資産のある所得のない高齢者の負担感

がある。

③4方式でも国保税収納率の水準は高い。
（R５現年度課税分：９7.47％）

④府が将来、税率を統一するまでは、4方

式を堅持したらよい。
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現行のまま

４方式

資産割を
廃止

３方式

①資産割廃止分の国保税を所得割、均

等割、平等割で求める必要がある。

→京丹後市外に所有する資産税に課

税されない不公平感はなくなる。

②資産のない所得のある子育て世代の負

担が増える。

③一度に廃止するのではなく何年かかけて

資産割を廃止すればよい。

④府が将来、税率を統一する方向であるな

ら３方式に移行する方がよい。


